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令和６年 鳥羽市教育委員会会議録 

 

第１回 臨時会 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

場 所     教育委員会事務局 ミーティングルーム 

 

期 日     令和６年１１月１９日（火） 

 

開 会     午後 ４時００分 

 

閉 会     午後 ５時００分 

 

 

出席委員 

委   員    中 村 和 久 

委   員    奥 村 楠 治 

委   員    中 島 幸 代 

委   員    杉 本 友 季 

教 育 長    小  竹   篤 

 

 

出席職員（説明員及び書記） 

総 務 課 長    岡 本 昭 太 

学校教育課長   小 林 元 佳 

生涯学習課長   奥 村 太 郎 

（書 記） 

総務課長補佐   寺 本 純 子 
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件   名 
日程第１ 議案第 50号 

教育長の辞職の同意について 

挨 拶 

（教育長） 

それでは、定刻となりましたので、ただ今から「令和６年第１回臨時 

教育委員会」を開会します。 

 日程第１、議案第 50 号「教育長の辞職の同意について」を議題としま

す。担当課長は説明をお願いします。 

 

事 務 局 説 明 

（総務課長） 

議案第 50号「教育長の辞職の同意について」ご説明いたします。 

本日、令和６年 11月 19日に、教育長から市長あてに令和６年 12月 31

日をもって、辞職したい旨の辞職願が提出されました。 

教育長の辞職に関しましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第 10条」の規定に基づき、地方公共団体の長及び教育委員会の同意 

を得る必要があるため、審議をお願いするものです。 

 よろしくお願いいたします。 

 

意 見 

（教育長） 

 担当課長より説明いただきました。 

 まず、私事の事案により、本日臨時の教育委員会を開催させていただき

申し訳ございません。 

 私の任期は、令和７年９月 30日でございますが、この度、一身上の都合

によりまして、令和６年 12月 31日で辞職させていただきたく、辞職願を

提出したところでございます。 

 この件につきまして、よろしくご審議いただきますようお願いいたしま

す。 

 なお、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第 14条第６号で 

自己の事件について、その議事に参与することができない旨の規定があり

ので、審議が終了するまで退席させていただきます。 

 その間、教育長職務代理の中村委員に議事の進行をお願いしたいと思い

ます 

 

〔教育長退室〕 

 

審 議 

（教育長職務代理者） 

 それでは、議事を進めさせていただきます。質疑・ご意見がありました

ら発言してください。 
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審議及び報告 

【質疑・応答／意見】 

（教育委員Ｄ） 

不在となる期間はどれだけですか。 

 

（総務課長） 

 教育長は市長が議会の同意を得て任命することになっており、今のとこ

ろ未定となっています。 

 

（教育委員Ｃ） 

 教育長の不在期間が長くなることは、市民の教育に対する不安感を招く

蓋然性が高くなるので、早い段階で教育長を任命していただきたいと思い

ます。 

 

（教育委員Ｂ） 

 教育長が任命されるまでの間、職務代理者を中心に各教育委員一丸とな

って、教育課題に取り組んでいきましょう。 

 

（教育委員Ａ） 

 教育委員会の大きな取組みの一つとして「学校統合計画」の推進がある

ので、この状況において、更に教育委員と教育委員会事務局との連携を密

にして、一歩ずつでも進めていく必要があります。 

 

（教育長職務代理者） 

 それでは、お諮りします。教育長の辞職に同意される委員は挙手をお願

いします。 

〔挙手全員〕 

  

よって、議案第 50 号「教育長の辞職の同意について」は承認すること

に決定いたします。 

 それでは、教育長に入室していただき、辞職に同意した旨を通知したい

と思います。 

〔教育長入室〕 

 

 議案第 50号「教育長の辞職の同意について」は、審議の結果、同意する

ことに決定しましたので、報告させていただきます。 
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挨 拶 

（教育長） 

 就任して７年６か月になりますが、特に「学校統合再編」に情熱を注い

できました。 

 一身上の都合ということで、職務代理者にはご迷惑をおかけしますが、

よろしくお願いいたします。今まで、ご協力いただき、ありがとうござい

ました。 

以上をもちまして、令和６年第１回臨時教育委員会を閉会します。 

 本日は、ありがとうございました。 

 

議事結果 承 認 

 

午後５時００分  閉 会 

 

 

 

 

 

 


